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書類様式

書　　類　　名 様式番号 提　　出　　先 備　　考

損害評価野帳（一筆方式・半相殺方式（一般・事故除外方式用）共通） 例21号

組合員等別計算表（半相殺方式用） 22号

損害評価野帳（連記式全相殺方式用） 例23号の１

耕地表示の立札（全相殺方式用） 例23号の２

損害評価野帳（全相殺方式（一般・事故除外方式用）） 例24号

損害評価野帳（全相殺方式・施設計量全数調査用） 例25号

組合員等別計算表（全相殺方式用） 26号

組合員等別計算表（品質方式用） 26号の２

平均単収差計算表（一筆・半相殺・全相殺方式共通） 27号

平均単収差計算表（品質方式用） 27号の２

損害通知書（農単申告抜取調査（半相殺方式用）） １号の５

損害通知書（連記式農単申告抜取調査（半相殺方式用）） １号の６の(1)

被害表示の立札（半相殺方式用） １号の６の(2)

農単申告抜取調査野帳（半相殺方式用） １号の７

損害評価野帳（品質方式・災害収入共済方式共通） 例50号の１

耕地表示の立札（品質方式・災害収入共済方式共通） 例50号の２

損害評価野帳（品質方式・災害収入共済方式（出荷数量等調査用）共通） 例50号の３

分割減収量計算表（品質方式・災害収入共済方式共通） 例51号
組合等別出荷数量等調査及び実測調査結果取りまとめ表（品質方式・災害収入共済方式共通） 例52号

損害評価取りまとめ表（品質方式・災害収入共済方式共通） 53号

当初評価高報告書（一筆方式用） 28号の１ 連合会（県庁）

当初評価高報告書（半相殺方式用） 29号の１ 連合会（県庁）

当初評価高報告書（全相殺方式用） 30号の１ 連合会（県庁）

当初評価高報告書（品質方式・災害収入共済方式共通） 54号の１ 連合会（県庁）

評価地区別単当修正量報告書（一筆・半相殺・全相殺方式共通） 31号の１ 連合会（県庁）

評価地区別単当修正量報告書（一筆・半相殺・全相殺方式共通） 31号の２ 連合会（県庁）

評価地区別単当修正量報告書（品質方式用） 31号の３ 連合会（県庁）

病虫害による共済減収量報告書（一筆方式・事故除外方式用） 32号 連合会（県庁、農林水産省）

病虫害による共済減収量報告書（半相殺方式・事故除外方式用） 33号 連合会（県庁、農林水産省）

病虫害による共済減収量報告書（全相殺方式・事故除外方式用） 34号 連合会（県庁、農林水産省）

損害通知書（速報（一筆方式用）） ３号の５の(1) 連合会、地方農政局統計部等

損害通知書（速報（半相殺方式用）） ３号の５の(2) 連合会、地方農政局統計部等

損害通知書（速報（全相殺方式用）） ３号の５の(3) 連合会、地方農政局統計部等

損害通知書（速報（品質方式・災害収入共済方式共通）） ３号の５の(4) 連合会、地方農政局統計部等

水稲登熟不良等被害調査結果取りまとめ表 例３号の６ 連合会（県庁、農林水産省）

保険金請求 保険金請求書（全方式共通） 35号 異常災害組合等種別区分がある場合は連合会（県庁、農林水産省）

通常災害組合等種別区分のみの場合は連合会（県庁）

保険金仮渡し請求書（一筆・半相・全相殺共通） ８号の１ 連合会（県庁、農林水産省）

仮損害評価書（一筆方式用） ８号の２の(1) 連合会（県庁、農林水産省）

仮損害評価書（半相殺方式用） ８号の２の(2) 連合会（県庁、農林水産省）

仮損害評価書（全相殺方式用） ８号の２の(3) 連合会（県庁、農林水産省）

保険金追加請求書（一筆・半相殺・全相殺共通） 36号 異常災害組合等種別区分がある場合は連合会（県庁、農林水産省）

通常災害組合等種別区分のみの場合は連合会（県庁）

連合会の責任で行う
場合は農林水産省に
は提出の必要はな
い。

組
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知及び取
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含む）

損害通知
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渡し請求

保険金追
加請求
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-



書　　類　　名 様式番号 提　　出　　先 備　　考

損害評価高の認定、承認申請書（当初評価高報告書（全方式共通）） 41号の１ 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

支払共済金等見込額の算出基礎（当初評価高報告書（一筆方式用）） 41号の２ 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

支払共済金等見込額の算出基礎（当初評価高報告書（半相殺方式用）） 41号の３ 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

支払共済金等見込額の算出基礎（当初評価高報告書（全相殺方式用）） 41号の４ 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省
支払共済金等見込額の算出基礎（当初評価高報告書（品質方式・災害収入共済方式共通）） 41号の５ 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

組合等別連合会当初評価高報告書（一筆方式用） 42号 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

組合等別連合会当初評価高報告書（半相殺方式用） 43号 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

組合等別連合会当初評価高報告書（全相殺方式用） 44号 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

組合等別連合会当初評価高報告書（品質方式・災害収入共済方式共通） 55号 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

損害通知書（速報（一筆方式用）） ５号の３の(1) 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

損害通知書（速報（半相殺方式用）） ５号の３の(2) 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

損害通知書（速報（全相殺方式用）） ５号の３の(3) 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

損害通知書（速報（品質方式・災害収入共済方式共通）） ５号の３の(4) 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省

水稲登熟不良等被害調査結果取りまとめ表 例５号の４ 県庁、農林水産省

損害評価高の追加認定申請書（一筆・半相殺・全相殺共通） 45号 県庁、農林水産省

再保険金請求書（全方式共通） 46号 県庁、農林水産省 農林水産省３部

損害評価書（全組合等の合計）（一筆・半相殺・全相殺共通） 47号 県庁、農林水産省 異常は農林水産省３部

損害評価書（品質方式・災害収入共済方式共通） 56号 県庁、農林水産省 異常は農林水産省３部

組合等の保険金請求書（全方式共通） 35号 県庁、農林水産省 異常災害組合等のみ

再保険金概算払請求書（一筆・半相殺・全相殺共通） 10号の１ 県庁、農林水産省 農林水産省３部

再保険金概算払請求額の算出基礎（一筆・半相殺・全相殺共通） 10号の２ 県庁、農林水産省 農林水産省３部

仮損害評価書（一筆方式用） 10号の３の(1) 県庁、農林水産省 農林水産省３部

仮損害評価書（半相殺方式用） 10号の３の(2) 県庁、農林水産省 農林水産省３部

仮損害評価書（全相殺方式用） 10号の３の(3) 県庁、農林水産省 農林水産省３部

組合等保険金仮渡し請求書(一筆・半相殺・全相殺共通） ８号の１ 県庁、農林水産省

組合等の仮損害評価書（一筆方式用） ８号の２の(1) 県庁、農林水産省

組合等の仮損害評価書（半相殺方式用） ８号の２の(2) 県庁、農林水産省

組合等の仮損害評価書（全相殺方式用） ８号の２の(3) 県庁、農林水産省

再保険金追加請求書（一筆・半相殺・全相殺共通） 48号 県庁、農林水産省 農林水産省３部

損害評価高の追加認定請求書（一筆・半相殺・全相殺共通） 45号 県庁、農林水産省

損害評価書（全組合等の合計）（一筆・半相殺・全相殺共通） 47号 県庁、農林水産省 異常は農林水産省３部

組合等の保険金追加請求書（一筆・半相殺・全相殺共通） 36号 県庁、農林水産省 異常災害組合等のみ

連合会の責任で行う
場合は農林水産省に
は提出の必要はな
い。
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書　　類　　名 様式番号 提　　出　　先 備　　考
損害評価野帳（一筆方式・半相殺方式（一般・事故除外方式用）共通） 例21号
組合員等別計算表（半相殺方式用） 22号
損害評価野帳（連記式全相殺方式用） 例23号の１
耕地表示の立札（全相殺方式用） 例23号の２
損害評価野帳（全相殺方式（一般・事故除外方式用）） 例24号
損害評価野帳（全相殺方式・施設計量全数調査用） 例25号
組合員等別計算表（全相殺方式用） 26号
組合員等別計算表（品質方式用） 26号の２
平均単収差計算表（一筆・半相殺・全相殺方式共通） 27号
平均単収差計算表（品質方式用） 27号の２
損害通知書（農単申告抜取調査（半相殺方式用）） １号の５
損害通知書（連記式農単申告抜取調査（半相殺方式用）） １号の６の(1)
被害表示の立札（半相殺方式用） １号の６の(2)
農単申告抜取調査野帳（半相殺方式用） １号の７
損害評価野帳（品質方式・災害収入共済方式共通） 例50号の１
耕地表示の立札（品質方式・災害収入共済方式共通） 例50号の２
損害評価野帳（品質方式・災害収入共済方式（出荷数量等調査用）共通） 例50号の３
分割減収量計算表（品質方式・災害収入共済方式共通） 例51号
組合等別出荷数量等調査及び実測調査結果取りまとめ表（品質方式・災害収入共済方式共通） 例52号
損害評価取りまとめ表（品質方式・災害収入共済方式共通） 53号
当初評価高報告書（一筆方式用） 28号の２ 県庁、農林水産省
当初評価高報告書（半相殺方式用） 29号の２ 県庁、農林水産省
当初評価高報告書（全相殺方式用） 30号の２ 県庁、農林水産省
当初評価高報告書（品質方式・災害収入共済方式共通） 54号の２ 県庁、農林水産省
評価地区別単当修正量報告書（一筆・半相殺・全相殺方式共通） 31号の１ 県庁、農林水産省
評価地区別単当修正量報告書（一筆・半相殺・全相殺方式共通） 31号の２ 県庁、農林水産省
評価地区別単当修正量報告書（品質方式用） 31号の３ 県庁、農林水産省
病虫害による共済減収量報告書（一筆方式・事故除外方式用） 32号 県庁、農林水産省
病虫害による共済減収量報告書（半相殺方式・事故除外方式用） 33号 県庁、農林水産省
病虫害による共済減収量報告書（全相殺方式・事故除外方式用） 34号 県庁、農林水産省
損害通知書（速報（一筆方式用）） ３号の５の(5) 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省
損害通知書（速報（半相殺方式用）） ３号の５の(6) 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省
損害通知書（速報（全相殺方式用）） ３号の５の(7) 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省
損害通知書（速報（品質方式・災害収入共済方式共通）） ３号の５の(8) 県庁、地方農政局統計部等、農林水産省
水稲登熟不良等被害調査結果取りまとめ表 例３号の６ 県庁、農林水産省
保険金請求書（全方式共通） 35号 異常災害組合等種別区分がある場合は県庁、農林水産省 農林水産省３部

通常災害組合等種別区分のみの場合は県庁
損害評価高の追加認定申請書（一筆・半相殺・全相殺共通） 45号 県庁、農林水産省
損害評価書（一筆・半相殺・全相殺共通） 47号 県庁、農林水産省 異常は農林水産省３部

損害評価書（品質方式・災害収入共済方式共通） 56号 県庁、農林水産省 異常は農林水産省３部

保険金概算払請求書（一筆・半相・全相殺共通） 12号 県庁、農林水産省 農林水産省３部
仮損害評価書（一筆方式用） ８号の２の(1) 県庁、農林水産省
仮損害評価書（半相殺方式用） ８号の２の(2) 県庁、農林水産省
仮損害評価書（全相殺方式用） ８号の２の(3) 県庁、農林水産省
保険金追加請求書（一筆・半相殺・全相殺共通） 36号 異常災害組合等種別区分がある場合は県庁、農林水産省 農林水産省３部

通常災害組合等種別区分のみの場合は県庁
損害評価高の追加認定申請書（一筆・半相殺・全相殺共通） 45号 県庁、農林水産省 異常は農林水産省３部

損害評価書 47号 県庁、農林水産省

特定組合の責任で行う
場合は農林水産省には
提出の必要はない。
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（注意）１ 様式番号中「例」とあるのは、例として示したものでこれに準じて作成して差し支えな

い。ただし、様式例に示した必要事項は、全て記載を要するものとし、書面の大きさ、項

目の追加等は事情に応じて定めてよいものとする。

２ 上記目録の提出先の（ ）内のものは、連合会経由の上提出すること。

３ 次頁から、様式表左下に書いてある部数は、作成すべき最低部数であり、（ ）内は書

類の送付先（控は提出者が保管する）及びその部数を示したものである。

４ 県庁とは、都道府も含む。

５ 連合会（又は特定組合）が農林水産省に書類を提出する場合は、連合会会長理事（又は

組合長理事）から農林水産大臣あてとすること。ただし、全組合等が通常災害で損害評価

書のみを提出する場合、又は第２章第４節第２の１の（11）及び同節第２の１の（６）の

ただし書きの場合は、連合会会長理事（又は組合長理事）から経営局長あてとして差し支

えない。

６ 次頁からの様式表において、農作物通常標準被害率は通常標準被害率と略して標記し、

農作物通常責任共済金額は通常責任共済金額と略して標記し、農作物通常責任保険歩合は

通常責任保険歩合と略して標記する。
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様式例第２１号

Ｎｏ　　　 通し番号　　　　　　　

印

組合員等コード 組合員等氏名

耕地の地名地番

災害の種類 ＊

災害の発生月日 ＊

耕地番号 種類別

分筆番号 品種名

引受面積 a 肥培管理 良、中、不良

評価地区 分割割合

階層名 分割事由

悉皆調査単収 kg

事故除外方式悉皆調査単収 kg

判定

病虫害による単当減収量 kg

災害の種類

災害の発生月日

農家の記入についてのお願い

　（１）　被害農家は＊欄に記入して切取線から切り取って損害通知書（損害評価野帳）は共済連絡員にすぐ届けてください。

　　　　被害表示の立札は、評価当日に被害耕地によく見える様に立ててください。

　（２）　「災害の種類」は、冠水、流失、冷害、干害等と具体的に書いてください。

　（３）　この損害通知書（損害評価野帳）を出された耕地は、農業共済組合（市町村）又は農業共済組合連合会が坪刈りを

　　　　実施することがありますから了承ください。

－－－－－－－－－－　切取線　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

被害表示の立札 被害耕地に立ててください。

地区名

組合員等氏名

耕地の地名地番

耕地番号

分筆番号

引受面積

類区分

品種別

（注意）組合等は、損害評価の前までに、原則として引受時に確定した情報について記入した損害評価野帳及び立札を組合員

　等に配布し、組合員等から所要事項を記入した損害評価野帳を提出させること。

損害評価野帳［一筆方式・半相殺方式（一般・事故除外方式）］

共済目的 大地区名 小地区名 評価者名評価月日共済事故等による種別類区分
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様式第２２号

組合員等別計算表
（半相殺方式）

共済目的 類区分 共済事故等による種別 平成 年 月 日

１．基準収穫量 ３．修正限度共済減収量
組合員等氏名 引受面積 基準収穫量 基準収穫量×○割 単位当たり共済金額 被害申告耕地の基準収穫量 修正限度共済減収量

２．組合等当初評価高による損害高
単当減収量が 移 植 皆 無 等耕 地
１ｋｇ以上の 収穫皆無 （発芽） 転作等 小 計 共 済 減収 量 被害面積 共済減収量 単当共済減収量 分割評価に 分割評価による
一般被害 不 能 （ マ イナ ス よる減収量 修正共済減収量

被害面積 時は０）
減収量

４．修正決定
（１）組合等当初評価高を修正してする最終決定（その１）の場合
皆無等耕地共 共済金支払対象組合員等数を大
済減収量以外 きくする場合 ①×修正率 決定共済減収量 支払共済金見込額 分割評価による
の共済減収量 調整量× 修正後の （比較用） 修正共済減収量

① 一般被害面積 共済減収量 ③

（２）組合等当初評価高を修正してする最終決定（その２）の場合
修正後の被害面積及び減収量 修正後の 皆無等耕地共済減収 支払共済金見込額 分割評価による

皆無、不能、転作等以外 合 計 共済減収量 量以外の共済減収量 ②×修正率 決定共済減収量 （比較用） 修正共済減収量
被害面積 減収量 被害面積 減収量 ② ③

５．一筆全損被害
基準収穫量 共済減収量（比較用） 一筆全損見込額（比較用） 共済減収量（共済金算出用）

④
収穫皆無

移植（発芽）不能
計

③－④

（注意）１ ４表の（１）は、第２章第５節第２の３の（２）、同節第２の４の（２）により修正を行う場合に用いる（特定組合にあっては、第２章第５節第３
の５の（２）及び同節第３の６の（２）により修正を行う場合）。この場合、調整量及び修正率は、次のとおりである。

（１） 調整量は、第２章第５節第２の３の（２）のイの（イ）の調整量をいう（特定組合にあっては、第２章第５節第３の５の（２）のイの（イ）の
調整量）。

-
 
1
0
5
 
-



（２）
修正率 ＝

連合会の認定共済減収量 ― 皆無等耕地共済減収量
共済金支払対象組合員等の①欄（又は修正後の共済減収量欄）の合計

（特定組合にあっては、連合会を農林水産大臣に読み替えるものとする。）
２ ４表の（２）は、第２章第５節第２の３の（３）、同節第２の４の（３）により修正を行う場合に用いる（特定組合にあっては、第２章第５節第３

の５の（３）及び同節第３の６の（３）により修正を行う場合）。この場合、修正率は次により求める。

修正率 ＝
連合会の認定共済減収量 ― 皆無等耕地共済減収量

②欄の合計
（特定組合にあっては、連合会を農林水産大臣に読み替えるものとする。）

３ 「基準収穫量」欄の「基準収穫量×○割」については、支払開始損害割合別に、以下のとおりとする。
① 支払開始損害割合が２割の場合、「基準収穫量×２割」とする。
② 支払開始損害割合が３割の場合、「基準収穫量×３割」とする。
③ 支払開始損害割合が４割の場合、「基準収穫量×４割」とする。

４ 特例半相殺方式にあっては、「基準収穫量」欄の「基準収穫量×○割」を、支払開始損害割合別に以下のとおりとする。
① 支払開始損害割合が２割の場合、「基準収穫量×1.5割」とする。
② 支払開始損害割合が３割の場合、「基準収穫量×2.5割」とする。
③ 支払開始損害割合が４割の場合、「基準収穫量×3.5割」とする。

-
 
1
0
6
 
-



様式例第２３号の１

損害評価野帳 （全相殺方式・連記式）

共済目的 類区分 共済事故等による種別 大地区名 小地区名 組合員等 組合員等氏名 評価地区 階層名 評価者名
コード

印

組 合 員 等 記 入 欄 評 価 員 記 入 欄
耕 分 災害 災害 収穫 搬入 全筆 分割 移植（発芽）不能 災 分割事 病虫害
地 筆 地名地番 引受 品種名 の の 予定 予定 調査 単当 耕地のうち施設に 判定 評価 害 肥培管理 分割 由（病 による
番 番 面積 種類 発生 月日 月日 単収 減収 搬入する耕地の全 月日 の 割合 虫害以 単当減
号 号 月日 量 筆調査単収 種 外） 収量

ａ ＊ ＊ ＊ ＊ kg kg kg 類 kg

良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良
良、中、不良

農家の記入についてのお願い
(1) 被害農家は＊欄に記入し、損害通知書（損害評価野帳）は共済連絡員にすぐ届けてください。別紙耕地表示の立札は、評価当日に耕地ごとによく見えるよ

うに立ててください。
(2) 災害が発生しない耕地についても記入してください。災害がない耕地は「災害の種類」欄には「被害なし」と記入してください。
(3) 「災害の種類」は、冠水、流失、穂くびいもち、二化めい虫等と具体的に書いてください。
(4) 収穫物をカントリーエレベータ、ライスセンター等の施設に搬入する予定の耕地については、その搬入予定日を「搬入予定月日」欄に記入してください。
(5) 収穫物を自宅へ収納する場合などカントリーエレベータ、ライスセンター等の施設には搬入しない予定の耕地及び収穫しない予定の耕地については、その

刈取り、鋤込み等の予定日を「収穫予定月日」欄に記入してください。
(6) この損害通知を出された耕地は、農業共済組合（市町村）又は農業共済組合連合会が坪刈りを実施することがありますから了承ください。

（注意）組合等は、損害評価の前までに、原則として引受時に確定した情報について記入した損害評価野帳を組合員等に配布し、組合員等から所要事項を記入した
損害評価野帳を提出させること。

-
 
1
0
7
 
-



様式例第２３号の２

耕地表示の立札 耕地ごとに立ててください。

地区名

組合員等氏名

耕地の地名地番

耕地番号

分筆番号

引受面積

類区分

品種名

切取線

耕地表示の立札 耕地ごとに立ててください。

地区名

組合員等氏名

耕地の地名地番

耕地番号

分筆番号

引受面積

類区分

品種名

切取線

耕地表示の立札 耕地ごとに立ててください。

地区名

組合員等氏名

耕地の地名地番

耕地番号

分筆番号

引受面積

類区分

品種名

（注意）

１ この立札は、全相殺方式・連記式の損害評価野帳（様式例第23号の１）によった場合

に用いること。

２ 組合等は、損害評価の前までに、原則として引受時に確定した情報について記入した

立札を組合員等に配布すること。
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様式例第２４号

損害評価野帳 [ 全相殺方式（一般・事故除外方式）]
NO 通し番号

共済目的 類区分 共済事故等による種別 大地区名 小地区名 評価月日 評価者名

印

組合員等コード 組合員等氏名

耕地の地名地番

災害の種類 * 収穫予定月日 *

災害の発生月日 * 搬入予定月日 *

耕地番号 品種名

分筆番号 肥培管理 良､中､不良

引受面積 a 分割割合

評価地区 分割事由

階層名

全筆調査単収 kg

移植（発芽）不能耕地のうち施設

に搬入する耕地の全筆調査単収 kg

移植（発芽）不能耕地からの搬入

収穫量 kg

病虫害による単当減収量 kg

災害の種類

災害の発生月日

農家の記入についてのお願い

(1) 被害農家は＊欄に記入して切取線から切り取って損害通知書（損害評価野帳）は共済連絡員にす

ぐ届けてください。耕地表示の立札は、評価当日に被害耕地によく見える様に立ててください。

(2) 災害のない耕地についても記入してください。災害がない耕地は「災害の種類」欄には「被害な

し」と記入してください。

(3) 「災害の種類」は、冠水、流失、冷害、干害等と具体的に書いてください。

(4) 収穫物をカントリーエレベータ、ライスセンター等の施設に搬入する予定の耕地については、そ

の搬入予定日を「搬入予定月日」欄に記入してください。

(5) 収穫物を自宅へ収納する場合などカントリーエレベータ、ライスセンター等の施設には搬入しな

い予定の耕地については、その刈取予定日を「収穫予定月日」欄に記入してください。

(6) この損害通知書（損害評価野帳）を出された耕地は、農業共済組合（市町村）又は農業共済組合

連合会が坪刈りを実施することがありますから了承ください。

切 取 線

耕地表示の立札 耕地ごとに立ててください。

地区名

組合員等氏名

耕地の地名地番

耕地番号

分筆番号

引受面積

類区分

品種名

（注意）組合等は、損害評価の前までに、引受時に確定した情報について記入した損害評価野帳及び立札を

組合員等に配布し、組合員等から所要事項を記入した損害評価野帳を提出させること。
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様式例第２５号

損害評価野帳 （施設計量全数調査用）
（全相殺方式）

共済目的 類区分 共済事故等による種別 （通し番号）

評価地区 地区名 組合員等番号 組合員等氏名 評価月日 評価者名 印

枚のうち 枚目

階層 乾燥調 乾燥調製 荷口 品 種 評 価 搬入 施設搬 粗選後 水 分 乾燥後 きょう雑 きょう雑物を除 もみ 玄 米 玄 米

区分 製施設 施設階層 番号 コード 地 区 月日 入時の の生重 含有率 の重量 物等の混 く乾燥もみ 粗 すり 上 麦 ） 上 麦 ）（ （ （

コード 区分 コード 生重量 量 歩合 入率 麦 重量歩合 歩合 重 歩 合 重 量）

ｋｇ ｋｇ ｋｇ

（施設利用耕地の総括表）

（ ）施設で使用している篩 病虫害によ 移植 発芽

階層区分 連合会指示 収穫量 る減収量 不能耕地か ⑤＝②＋③－④ 基準収穫量 増減収量

種類 目の大きさ 修正率 ① ② ③ らの搬入収 ⑥ ⑦＝⑥－⑤

穫量④

ｍｍ ％ ｋｇ 組合等損害 ｋｇ ｋｇ ｋｇ ｋｇ ｋｇ

Ａ×① 評価結果

Ｂ×① 連合会修正 （％）

合計

（注意）表中、Ａ及びＢは 「玄米（上麦）重量」について、各階層区分ごとに小計したものである。、

-
 
1
1
0
 
-



様式第２６号

組合員等別計算表
（全相殺方式）

共済目的 類区分 共済事故等による種別 平成 年 月 日

１．基準収穫量 ３．修正限度共済減収量

組合員等氏名 基準収穫量 基準収穫量×○割 単位当たり共済金額 全筆調査耕地の基準収穫量 修正限度共済減収量

２．組合等当初評価高による損害高 ５．一筆全損被害

引受 増減 分割評価 共済減 単当共 分割評価に 基準収穫量 共済減収量 共済減収量
面積 収量 による減 収 量 済減収 よる修正共 （比較用） （共済金算定用）

収量 量 済減収量
総 数 収穫皆無

全筆調査耕地（収穫皆無、移植 移植（発芽）不能
（発芽）不能、転作等を除く） 計

施設計量全数調査耕地
その他 収穫皆無、移植（発芽）
の耕地 不能、転作等耕地

計 単当修正量

４．修正決定

（１）組合等当初評価高を修正してする最終決定（その１）の場合

調整量× 区 分 全 筆調査耕地の修 正 決定共済減収量 分割評価による
全筆調査面積 （再修正）共済減収量 修正共済減収量

共済金支払 組合等当初評価高 全筆調査耕地一般被害共済
対象組合員 が連合会認定量に 減収量がプラスのとき
等数を大き 分筆調査耕地の共 比べて大きい場合 全筆調査耕地一般被害共済
くする場合 済減収量＋調整量 減収量がマイナスのとき

×全筆調査面積 組合等当初評価高 調整量を含む一般被害共済
が連合会認定量に 減収量がプラスのとき
比べて小さい場合 調整量を含む一般被害共済

減収量がマイナスのとき

（２）組合等当初評価高を修正してする最終決定（その２）の場合

総修正量 修 正 後 の 全筆調査に係る 左の値×修正率 決定共済減収量 分割評価による
共済減収量 修正共済減収量 修正共済減収量

全筆調査耕地一般
被害共済減収量が
プラスのとき

調整量を含む一般
被害共済減収量が
プラスのとき
調整量を含む一般
被害共済減収量が
マイナスのとき

-
 
1
1
1
 
-



（注意）１ ４表の（１）は、第２章第５節第２の５の（２）（特定組合にあっては、第２章第５節第３の７の（２））により修正を行う場合に用いる。この

場合、調整量及び修正率は次のとおりである。

（１）調整量は、第２章第５節第２の５の（２）のイの（イ）（特定組合にあっては、第２章第５節第３の７の（２）のイの（イ））の調整量をい

う｡

連合会の認定
－

その他の耕地の共
＋

全筆調査耕地(収穫皆無､移植(発芽)不能､転作等を除く｡)の

共済減収量 済減収量の合計 の共済減収量のマイナスの組合員等の合計（絶対値）×２

（２）修正率 =

全筆調査耕地(収穫皆無､移植(発芽)不能､転作等を除く｡)の共済減収量の合計（絶対値）

２ ４表の(２)は､第２章第５節第２の５の(３)（特定組合にあっては、第２章第５節第３の７の（３））により修正を行う場合に用いる｡この場合､

単当修正量及び修正率は次のとおりである。

（１）単当修正量は､連合会から提示された単当修正量である｡

連合会の認定
－

その他の耕地の共
＋

全筆調査に係る修正共済減収量のマイナス

共済減収量 済減収量の合計 の組合員等の合計（絶対値）×２

（２）修正率 =

全筆調査に係る修正共済減収量の合計（絶対値）

３ 麦について､売渡数量により収穫量を調査する場合は､表２中｢施設計量全数調査耕地｣とあるのは｢売渡数量全数調査耕地｣と読み替えるものとす

る｡

４ 表並びに（注意）１及び２について、特定組合にあっては、「連合会」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。

５ 「基準収穫量」欄の「基準収穫量×○割」については、支払開始損害割合別に、以下のとおりとする。

① 支払開始損害割合が１割の場合、「基準収穫量×１割」とする。

② 支払開始損害割合が２割の場合、「基準収穫量×２割」とする。

③ 支払開始損害割合が３割の場合、「基準収穫量×３割」とする。

-
 
1
1
2
 
-



様式第２６号の２

組合員等別計算表（水稲の品質方式）

平成 年 月 日

組合等 評価地区 評価地区の設定単位

共済目的 水 稲 共済事故等による種別 品質方式（ ）割 組合員等番号 組合員等氏名

耕地 分筆 地名 産 地 別 皆無、 引受面積 全筆調査 組合等抜 連合会抜 最終修正 決定単当収 決定収量 分割減収量 分割減収量 品位判

番号 番号 地番 銘柄（品 転作等 ① 単収② 取単当修 取単当修 率⑤ 量⑤＝（② ⑥＝①×⑤ ⑦ 含む収量 定調査

種） 耕地の 正量③ 正量④ ＋③＋④） ⑥＋⑦ 結果

判定 ×⑤

㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏

（注意）１ 収穫皆無耕地については、「皆無、転作等耕地の判定」欄に「皆無」、「全筆調査単収②」欄に「０」と記入し、「組合等抜取単当修正量③」、「連合

会抜取単当修正量④」及び「最終修正率⑤」は適用しないものとする。

２ 転作等耕地については、「皆無、転作等耕地の判定」欄に「転作等」、「全筆調査単収②」欄に転作等が行われる直前の現地評価により把握した収量

を記入し、「組合等抜取単当修正量③」、「連合会抜取単当修正量④」及び「最終修正率⑤」は適用しないものとする。

-
 
1
1
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-



様式第２７号

平均単収差計算表

共済目的 平成 年 月 日

評価地区の設定単位

評価地区

階層名

共済事故等による種別

抜 取 調 査 悉 皆 調 査

筆数 検見単収 実測単収 病虫害による単当減収量 悉皆調査単収 病虫害による抜取筆の単当減収量

抜取調査

悉皆調査

平 均 単 収 差 調整班 調整班 病虫害による平均単当 病虫害 調整班の調整 調整班の調整による修正

検見単収 による による 減収量差 事故除 病虫害に 病虫害に 病虫害

修正係数 検見単収 単収の 平 均 平均単 修正単 単当減収量 平均単当 外平均 平 均 よる平均 平 均 よる平均 事故除

の修正 合計の 単収差 収差 収差 の合計の差 減収量差 単収差 単収差 単当減収 単収差 単当減収 外平均

差 量差 量差 単収差

抜 取 調 査 を

検 見 及 び 実

測 の 方 法 に

よ り 行 っ た

場合

抜 取 調 査 を

実 測 の み 又

は 検 見 の み

の 方 法 で 行

った場合

（注意）１．本書は、共済目的の種類ごと、評価地区の設定単位ごと及び評価地区ごとに作成する。

２．「評価地区の設定単位」欄は、「共済事故等による種別ごと」、「引受方式ごと」又は「共済目的ごと」の別を記入する。

３．「共済事故等による種別」欄には、当該評価地区に含まれる共済事故等による種別をすべて記入する。

-
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-



様式第２７号の２

平均単収差計算表（水稲の品質方式）

平成 年 月 日

組合等 評価地区 評価地区の設定単位

共済目的 水 稲 共済事故等による種別 品質方式（ ）割

組合員等番号 組合員等氏名 耕地番号 地名地番 産地別銘柄 全筆調査単収① 抜取調査単収② 単収差 平均単収差

（品種） ③＝②－① ③÷実測筆数

㎏ ㎏

計 ㎏ ㎏

-
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様式第１号の５

(4) (3) (2) (1)

No      （半相殺方式、農単申告抜取調査） （通し番号）　　　　　 No

類区分

地区名
a

㊞
kg kg 耕地の　　 a （ ア ー ル ）

地名、地番

kg kg

kg kg ※
被害耕地に立ててください。

kg kg

災 害 の ※ 月 日
kg 発生月日 月 日

申告単収 ※ kg
㋑

（注意） １　この損害通知書は、支払共済金の算出基礎となるから、悉皆調査（農単申告抜取調査）からの経過を各事項欄にはっきりインクで記入し、慎重に取り扱

　うこと。もし記録後誤りを訂正するときは、複線をもって訂正し、訂正者が捺印すること。汚損しても書き替えないこと。

２　組合等は、損害評価の前までに、原則として引受時に確定した情報について記入した損害通知書及び立札を組合員等に配布し、組合員等から所要事項を

　記入した損害通知書を提出させること。また、基準収穫量は組合員等ごとの共済減収量を増加修正する場合のみ計算する。

３　収量はすべて１キログラム未満は四捨五入すること。

４　収穫皆無となった耕地については、㋑欄にその旨記入させることとし、抜取調査においてこれを確認し「収穫皆無」である場合には④欄に「皆無」と記

　入する。

５　農単申告抜取調査による平均単収差は、様式第１号の７から転記すること。

６　分割評価による減収量は様式第１号の７から転記すること。

７　単当修正量は、損害評価会に諮って決定したものを記入すること。

８　特例半相殺方式にあっては、「共済事故等による種別」欄の支払開始損害割合は、以下による割合を記入する。

９

　①　支払開始損害割合が２割の場合には、「２（1.5）割」と記入する。

　②　支払開始損害割合が３割の場合には、「３（2.5）割」と記入する。

　③　支払開始損害割合が４割の場合には、「４（3.5）割」と記入する。

農単申告抜取調
査による平均単

組合員等氏名
耕地番号

評価地区
耕地の　　

地区名

引受面積

農
家
の
記
入
に
つ
い
て
の
お
願
い

被害表示の立札

切

引受面積
① 地名、地番

④＝㋑＋㋺

済
連
絡
員
に
す
ぐ
届
け
て
く
だ
さ
い
。

被
害
表
示
の
立
札
は
評
価
当
日
に
被
害
耕
地

　
被
害
農
家
は
※
欄
に
記
入
し
て
切
取
線
か
ら
切
り
取
っ

て
、

損
害
通
知
書
は
共

⑦＝②－⑥

基準収穫量

単当修正量

組合等評価単収

単当減収量

共
済
組
合
連
合
会
が
坪
刈
り
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
了
承
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
損
害
通
知
を
出
さ
れ
た
耕
地
は
、

農
業
共
済
組
合
（

市
町
村
）

又
は
農
業

　
申
告
単
収
欄
は
一
○
ア
ー

ル
当
た
り
の
と
れ
高
を
検
見
し
て
書
い
て
く
だ
さ
い
。

体
的
に
書
い
て
く
だ
さ
い

②

③＝②×①

共済目的

共済番号

　
「

災
害
の
種
類
」

は
、

冠
水
、

流
失
、

穂
く
び
い
も
ち
、

二
化
め
い
虫
等
と
具

に
よ
く
見
え
る
よ
う
に
立
て
て
く
だ
さ
い
。

共済事故等による種別

組合員等氏名

⑤

⑥＝④＋⑤

品種名

収差　　　　㋺
申告単収を修正
した単収　　　

⑧＝⑦×①

基準単収

取

災害の種類

類区分

分割評価による
減収量　　　　

減収量
品種名

線

損 害 通 知

-
 
1
1
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-



様式第１号の６の（１）

(4) (3) (2) (1)

No____________ （通し番号）　　　　　

類区分

早、中 評価 組合員 kg 単当修正 kg

晩 地区 等氏名 ㊞ 量　　⑤

組 合 等 単　当 分割評

評価単収 減収量 価によ

⑥＝ ⑦＝ ⑧＝ る減収

① ㋑ ② ③＝②×① 　④＋⑤ 　②－⑥ ⑦×① 量　　

a（ア ※ ※ 月 日 ※ kg kg kg kg kg kg kg kg

ール） 月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

様式第１号の６の（２）
（注意） １　この損害通知書は、支払共済金の算出基礎となるから、悉皆調査（農単申告抜取調査）からの経過を各事項欄

　にはっきりインクで記入し、慎重に取り扱うこと。もし記録後誤りを訂正するときは、複線をもって訂正し、訂

　正者が捺印すること。汚損しても書き替えないこと。 No________

２　組合等は、損害評価の前までに、原則として引受時に確定した情報について記入した損害通知書及び立札を組

　合員等に配布し、組合員等から所要事項を記入した損害通知書を提出させること。また、基準収穫量は組合員等 地区名

　ごとの共済減収量を増加修正する場合のみ計算する。 組合員等氏名

３　早、中、晩は該当する事項について○をつけること。 耕地の

４　収穫皆無となった耕地については、㋑欄にその旨記入させることとし、抜取調査においてこれを確認し「収穫 地名、地番

　皆無」である場合には④欄に「皆無」と記入する。 引受面積 a（アール）

５　収量はすべて１キログラム未満は四捨五入すること。 類区分

６　農単申告抜取調査による平均単収差は、様式第１号の７から転記すること。

７　単当修正量は、損害評価会に諮って決定したものを記入すること。

８　分割評価による減収量は、様式第１号の７から転記すること。 品種名

９　特例半相殺方式にあっては、「共済事故等による種別」欄の支払開始損害割合は、以下による割合を記入する。 被害耕地に立ててください。

　①　支払開始損害割合が２割の場合には、「２（1.5）割」と記入する。

　②　支払開始損害割合が３割の場合には、「３（2.5）割」と記入する。

　③　支払開始損害割合が４割の場合には、「４（3.5）割」と記入する。

合　　計

発生月日

災 害 の
基準単収

申告
単収

申告単収

地番
た 単 収

災害の

種　類
④＝㋑＋㋺

引受面積
品種名

（半相殺方式、農単申告抜取調査）

共済目的

地名 減収量

農単申告抜取調査に

よる平均単収差　㋺

基準収穫量

届
け
て
く
だ
さ
い
。

　
被
害
農
家
は
※
欄
に
記
入
し
、

損
害
通
知
書
は
共
済
連
絡
員
に
す
ぐ

農
家
の
記
入
に
つ
い
て
の
お
願
い

　
別
紙
被
害
表
示
の
立
札
は
、

評
価
当
日
に
被
害
耕
地
ご
と
に
よ
く
見

　
「

災
害
の
種
類
」

は
、

冠
水
、

流
失
、

穂
く
び
い
も
ち
、

二
化
め
い

を修正し
耕地

番号

共済事故等による種別

共済番号

被害耕地の立札

虫
等
と
具
体
的
に
書
い
て
く
だ
さ
い

　
申
告
単
収
欄
に
は
一
○
ア
ー

ル
当
た
り
の
と
れ
高
を
検
見
し
て
書
い

て
く
だ
さ
い
。

か
ら
了
承
く
だ
さ
い
。

又
は
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
坪
刈
り
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
こ
の
損
害
通
知
を
出
さ
れ
た
耕
地
は
、

農
業
共
済
組
合
（

市
町
村
）

え
る
よ
う
に
立
て
て
く
だ
さ
い
。

損 害 通 知 書
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1
1
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-



様式第１号の７

農 単 申 告 抜 取 調 査 野 帳
（半相殺方式）

No （通し番号）

共済目的 共済事故等による種別

評価地区 ＊ 共済番号 ＊ 評価者印 分 割 評 価

組合員等氏名 ＊ 階層名 ＊ 評価月日 ＊ 月 日

耕地番号 地名、地番 引受面積 災害の種類 農単申告抜取 申告単収 肥培管理 分割事由 分割単当減収量 分割評価による減収量

① 調査見込単収 ④ ⑤＝④×①

＊ ＊ ＊ a(アール) ＊ ＊ kg kg ＊ ＊ ＊ kg kg
良、中、否

抜 良、中、否

取 良、中、否

調 良、中、否

査 良、中、否

筆 良、中、否

良、中、否

合 計 ② ③

良、中、否

分み

割行

評う

価筆 良、中、否

の

良、中、否

注 ＊は評価員が記入する欄、他の欄は組合等で記入する。

農単申告抜取調査による平均単収差計算表
抜 取 筆 数 筆 単収の合計の差 kg 農単申告抜取調査による平均単収差 kg

⑥ ⑦＝②－③ ⑧＝⑦÷⑥

（注意）１ 農単申告抜取調査筆は、損害評価員が被害組合員等ごとの損害通知のあった耕地のうちから任意に５筆以上抽出する。

２ 農単申告抜取調査を２回以上に分けて行う場合は、各回ごとに野帳を別にすること。

３ 抜取調査筆以外について、分割すべき減収量のある場合は、分割評価のみ行う筆の欄に記入すること。

４ 申告単収は農単申告抜取調査終了後、様式第１号の５又は１号の６の（１）から転記すること。

５ 平均単収差の計算は組合等が行うこと。

６ 特例半相殺方式にあっては、「共済事故等による種別」欄の支払開始損害割合は、以下による割合を記入する。

① 支払開始損害割合が２割の場合には、「２（1.5）割」と記入する。

② 支払開始損害割合が３割の場合には、「３（2.5）割」と記入する。

③ 支払開始損害割合が４割の場合には、「４（3.5）割」と記入する。
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様式例第５０号の１

共済 共済事故等 組合員等 　

目的 による種別 コ ー ド

　 　 　　 　 　 　

　

耕地 分　筆 引　受 産地別銘柄 災 害 の 評価 評価 分割

番号 番　号 面　積 （品　種） 発生月日 月日 単収 割合

 　

* * * 　 　

ａ 　 　 月日 月日 月日 　 月日 　 kg 　

　 良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

良、中、不良

農家の記入についてのお願い

　１．被害農家は*印欄に記入し、損害通知書（損害評価野帳）は共済連絡員にすぐ届けてください。別紙耕地表示の立札は、評価当日に耕地ごとによく見えるように立ててくだ

　　さい。

　２．被害表示の立札は、農家の全ての耕地に立ててください。

　３．災害が発生しない耕地についても記入してください。災害がない耕地は「災害の種類」欄には「被害なし」と記入してください。

　４．「災害の種類」は、冠水、流失等と具体的に書いてください。

　５．収穫物をカントリーエレベータ、ライスセンター等の施設に搬入する予定の耕地については、その搬入予定日を「搬入予定月日」欄に記入してください。

　６．収穫物を自宅へ収納する場合などカントリーエレベータ、ライスセンター等の施設には搬入しない予定の耕地及び収穫しない予定の耕地については、その刈取り、鋤込み

　　等の予定日を「収穫予定月日」欄に記入してください。

（注意）

　１．組合等は、損害評価の前までに、原則として引受時に確定した情報について記入した損害評価野帳を組合員等に配布し、組合員等から所要事項を記入した損害評価野帳

　　を提出させること。

　２．「判定｣は、転作等耕地がある場合に記入すること。

　３．「評価単収」は、施設に搬入されない耕地がある場合に記入すること。

小地区名大地区名

災害の種類 肥培管理

類区分 評価地区 評価者名

地名地番

損害評価野帳（品質方式又は災害収入共済方式）

*

搬　　入

予定月日

印

組 合 員 等 記 入 欄

分割事由災害の種類 判定

評 価 員 記 入 欄

組合員等氏名

収　　穫

予定月日

-
 
1
1
9
 
-



様式例第５０号の２

耕地表示の立札 耕地ごとに立ててください。

地区名

組合員等氏名

耕地の地名地番

耕地番号

分筆番号

引受面積

産地別銘柄

－－－－－－－－－－－－－切　取　線－－－－－－－－－－－－－

耕地表示の立札 耕地ごとに立ててください。

地区名

組合員等氏名

耕地の地名地番

耕地番号

分筆番号

引受面積

産地別銘柄

－－－－－－－－－－－－－切　取　線－－－－－－－－－－－－－

耕地表示の立札 耕地ごとに立ててください。

地区名

組合員等氏名

耕地の地名地番

耕地番号

分筆番号

引受面積

産地別銘柄

(注意)　

　　１　この立札は、品質方式又は災害収入共済方式の損害評価野帳

　　　（様式例第50号の１）によった場合に用いること。

 　　２　組合等は、損害評価の前までに、原則として引受時に確定し

　　　た情報について記入した立札を組合員等に配布すること。

- 120 -



様式例第５０号の３

共 済 共済事故等 組合員等 組合員等氏名 　 　 　

目 的 による種別 コ ー ド

印

　

産地別 基　準 災 害 の 収穫開始 出 荷 先 出　荷 出荷 自家用

銘柄別 収穫量 発生月日 予定月日 農協等名 期　間 伝票 種子等

　 　 枚数 の数量

　 　 * * * * 　 　

ａ kg 　 月日 　 月日 　 月日 枚 　 kg kg kg

～月日 　 　

甚・中・軽 　

　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

　

　

農家の記入についてのお願い

１． 被害農家は*印欄に記入し、共済連絡員に提出してください。

２． 「災害の種類」は、冠水、流失等と具体的に書いてください。

３． 「災害の状況」欄は、甚・中・軽の中から該当する状況に○をつけてください。

（注意）
１．組合等は、損害評価の前までに、原則として引受時に確定した情報について記入した損害評価野帳を組合員等に配布し、組合員等から所要事項
　を記入した損害評価野帳を提出させること。
２． この野帳は、災害収入共済方式について行う調査に用いること。
３． 「出荷数量等」欄は、小数点以下第１位を四捨五入して整数位まで記入すること。

４． 「自家用種子等の数量」欄は、推計して記入すること。

組合員等記入欄

計

災害の種類 災害の状況

規格別 出荷数量

計

評価者名

品質方式又は災害収入共済方式　損害評価野帳（出荷数量等調査）

類区分 大地区名 小地区名 評価地区

出　荷　数　量　等　調　査　の　結　果

出　荷　数　量　等

引受面積

-
 
1
2
1
 
-



様式例第５１号

分割減収量計算表（品質方式又は災害収入共済方式）

共済目的 類区分 共済事故等による種別 大地区名 小地区名 組合員等コード 組合員等氏名

産地別銘柄別 耕地番号 分筆番号 引受面積 平均単収 分割割合 分割減収量

仕向先割合 規格別分割減収量

合 計

計

-
 
1
2
2
 
-



様式例第５２号

組合等別出荷数量等調査及び実測調査結果取りまとめ表 （品質方式又は災害収入共済方式）

共済目的 類区分 共済事故等による種別 大地区名 小地区名 組合員等コード 組合員等氏名

産地別 規格別 収穫量 分 割 分割後 品質 調整後 基準収穫量 キログラム 生産金額 基 準

銘柄別 （販売量） 減収量 収穫量 指数 収穫量 当たり単価 生産金額

kg kg kg kg 円 円 円

計

計

計

合 計

-
 
1
2
3
 
-



様式第５３号

平成 年産 損害評価取りまとめ表（品質方式又は災害収入共済方式）

共済目的 組合等名 評価地区名

組合員 組合員 類 共済事故等 引 受 状 況 出 荷 分 割 調整後の 当該年の 減収量 生産金額 支 払

等コー 等氏名 区 による種別 引受 基 準 基 準 特定農作物 共済金額 数量等 減収量 収穫量 生産金額 の減少額 共済金

ド 分 面積 収穫量 生産金額 共済限度額

a kg 円 円 円 kg kg kg 円 kg 円 円

合 計

-
 
1
2
4
 
-



様式第２８号の１
第 号

県（都道府）農業共済組合連合会 平成 年 月 日
会長理事 殿 農業共済組合

組合長理事 印
市町村長 印

平成 年産 組合等当初評価高について下記のとおり決定したので共済減収量の認定を申請する。

平成 年産 組合等当初評価高報告書
（一筆方式）

共済事故等による種別

悉 皆 調 査 抜 取 調 査
評価月日 自 至 自 至

災害の種類 災害の発生月日 被害の終了月日 被 害 地 区 災 害 の 状 況

支払共済金見込額 ○割超過被害耕地 皆無、不能、転作等耕 通常責任共済金額 支払保険金見込額
（総 額） 支払共済金見込額 地の支払共済金見込額

○割超過被害 収穫皆無 移植（発芽）不能 転 作 等 合 計 ○割以下被害
面 積
共済減収量

３部（控、連合会、県庁）
（注意）１．本書は、共済目的の種類ごと及び共済事故等による種別ごとに作成する。

２．農業共済システムにより事務処理を行う場合はこの様式とし、以下の項目については別途データとして送信するものとする。
共済事故等による種別ごとに、単当共済減収量別、収穫皆無、移植（発芽）不能、転作等の被害面積、共済減収量

３．本書は、様式第31号の１又は第31号の２とともに報告すること。
４．「○割」は、支払開始損害割合と同じ割合とするが、特例一筆方式にあっては、支払開始損害割合が３割の場合は２割、４割の場合は３

割、５割の場合は４割とする。

-
 
1
2
5
 
-



様式第２９号の１
第 号

県（都道府）農業共済組合連合会 平成 年 月 日
会長理事 殿 農業共済組合

組合長理事 印
市町村長 印

平成 年産 組合等当初評価高について下記のとおり決定したので共済減収量の認定を申請する。

平成 年産 組合等当初評価高報告書
（半相殺方式）

共済事故等による種別

悉 皆 調 査 抜 取 調 査
評価月日 自 至 自 至

災害の種類 災害の発生月日 被害の終了月日 被 害 地 区 災 害 の 状 況

支払共済金見込額 ○割超過被害により支 一筆全損被害により特例支 通常責任共済金額 支払保険金見込額
（総 額） 払われる共済金見込額 払となる共済金見込額

被害組合員等数 被害面積 共済減収量 皆無等耕地共済減収 皆無等耕地共済減収量
量以外の共済減収量

○割超過の支払対象
一筆全損被害の支払対象

計
３部（控、連合会、県庁）
（注意）１．本書は、共済目的の種類ごと及び共済事故等による種別ごとに作成する。

２．農業共済システムにより事務処理を行う場合はこの様式とし、以下の項目については別途データとして送信するものとする。
(1) 共済事故等による種別ごとに、単当共済減収量区分ごとの単当減収量区分別、収穫皆無、移植（発芽）不能、転作等の被害面積、減

収量及び被害組合員等数
(2) 共済事故等による種別ごとに、一筆全損のあった組合員等ごとの○割超過被害の被害面積、共済減収量、共済減収量のうち皆無等耕

地共済減収量、一筆全損被害の被害面積、共済減収量
３．本書は、様式第31号の１又は第31号の２とともに報告すること。
４．「○割」は、支払開始損害割合と同じ割合とするが、特例半相殺方式にあっては、支払開始損害割合が２割の場合は1.5割、３割の場合は

2.5割、４割の場合は3.5割とする。

-
 
1
2
6
 
-



様式第３０号の１
第 号

県（都道府）農業共済組合連合会 平成 年 月 日
会長理事 殿 農業共済組合

組合長理事 印
市町村長 印

平成 年産 組合等当初評価高について下記のとおり決定したので共済減収量の認定を申請する。

平成 年産 組合等当初評価高報告書
（全相殺方式）

共済事故等による種別

悉 皆 調 査 抜 取 調 査
評価月日 自 至 自 至

災害の種類 災害の発生月日 被害の終了月日 被 害 地 区 災 害 の 状 況

支払共済金見込額 ○割超過被害により支 一筆全損被害により特例 通常責任共済金額 支払保険金見込額
（総 額） 払われる共済金見込額 支払となる共済金見込額

右二つの項目以外 全ての耕地が施 全ての耕地が収穫皆
被害組合員等 引受面積 被害面積 共済減収量 の共済減収量 設搬入の組合員 無等に該当する組合

等の共済減収量 員等の共済減収量
○割超過の支払対象
一筆全損被害の支払対象

計
３部（控、連合会、県庁）

（注意）１ 本書は、共済目的の種類ごと及び共済事故等による種別ごとに作成する。
２ 農業共済システムにより事務処理を行う場合はこの様式とし、以下の項目については別途データとして送信するものとする。

(1) 共済事故等による種別ごとに、単当共済減収量区分ごとの単当減収量区分別、収穫皆無、移植（発芽）不能、転作等の被害面積、減
収量及び被害組合員等数

(2) 共済事故等による種別ごとに、一筆全損のあった組合員等ごとの○割超過被害の被害面積、共済減収量、共済減収量のうち皆無等耕
地共済減収量、一筆全損被害の被害面積、共済減収量

３ 麦について、売渡数量により収穫量を調査するものがある場合は、表中「全ての耕地が施設搬入の組合員等の共済減収量」とあるのは「全
ての耕地が施設搬入又は売渡しの組合員等の共済減収量」と読み替えるものとする。

４ 本書は、様式第31号の１又は第31号の２とともに報告すること。
５ 「○割」は、支払開始損害割合と同じ割合とする。

-
 
1
2
7
 
-



様式第５４号の１
第 号
平成 年 月 日

県（都道府）農業共済組合連合会 農業共済組合
会長理事 殿 組合長理事 印

市町村長 印

平成 年産 組合等当初評価高について下記のとおり決定したので減収量及び生産金額の減少額の認定を申請する。

平成 年産（共済目的）組合等当初評価高報告書
（品質方式又は災害収入共済方式）

共済事故等による種別
出 荷 数 量 等 調 査

評価月日 自 至

災害の種類 災害の発生月日 被害の終了月日 被 害 地 区 災 害 の 状 況

支払共済金見込額 通常責任共済金額 支払保険金見込額
（総 額）

被害組合員等数 引受面積 減 収 量 生産金額の減少額
共済金支払対象
出荷数量等調査分
実測調査分

３部（控、連合会、県庁）
（注意）１．本書は、共済目的の種類ごと及び共済事故等による種別ごとに作成すること。

２．（共済目的）には、当該共済目的の種類を記入すること。
３ 水稲の品質方式において、実測の方法により現地評価を行った結果から損害高を取りまとめた場合にあっては、本様式中

「共済金支払対象」欄の内訳として、「出荷数量等調査分」欄と「実測調査分」欄を記入すること。

-
 
1
2
8
 
-



様式第３１号の１

平成 年産評価地区別単当修正量報告書

共済目的

評価地区の設定単位 階層区分 平成 年 月 日
共済事故等による種別 農業共済組合

病虫害に 病虫害事 病虫害事 病虫害に 病虫害事
評 価 地 区 悉 皆 平 均 左 の 単 当 左 の よる平均 故除外平 左 の 故除外単 よる単当 故除外の 左 の

調査面積 単収差 加重値 修正量案 加重値 単当減収 均単収差 加重値 当修正量 減収量の 単当修正 加重値
量案 修正量 量案

平均又は合計
３部（控、連合会、県庁）（特定組合にあっては３部（控、県庁、農林水産省））
（注意）１．本書は、共済目的の種類ごと、評価地区の設定単位ごと及び階層区分ごとに作成する。

２．「評価地区の設定単位」欄は、「共済事故等による種別ごと」、「引受方式ごと」又は「共済目的ごと」の別を記入する。
３．「共済事故等による種別」欄には、当該評価地区の設定単位（階層）に含まれる共済事故等による種別をすべて記入する。
４．特定組合において、第２章第３節第１の４の(３)により抜取調査を行った場合は、「階層区分」欄には地域等階層名を記入する。

また、特定組合にあっては、評価会に諮って決定した評価地区別の単当修正量及び単当修正量による損害高を連合会実測調査要領
の実測成績検討経過表に準じた様式によりとりまとめ、本書に添えて提出すること。

-
 
1
2
9
 
-



様式第３１号の２

平成 年産評価地区別単当修正量報告書

共済目的

評価地区の設定単位
共済事故等による種別 平成 年 月 日

農業共済組合
病虫害に 病虫害事 病虫害事 病虫害に 病虫害事

評価地区 悉 皆 平 均 左 の 単 当 左 の よる平均 故除外平 左 の 故除外単 よる単当 故除外の 左 の
階層区分 調査面積 単収差 加重値 修正量案 加重値 単当減収 均単収差 加重値 当修正量 減収量の 単当修正 加重値

量案 修正量 量案

平均又は合計
３部（控、連合会、県庁）（特定組合にあっては３部（控、県庁、農林水産省））
（注意）１．本書は、共済目的の種類ごと及び評価地区の設定単位ごとに作成する。

２．「評価地区の設定単位」欄は、「共済事故等による種別ごと」、「引受方式ごと」又は「共済目的ごと」の別を記入する。
３．「共済事故等による種別」欄には、当該評価地区の設定単位に含まれる共済事故等による種別をすべて記入する。
４．特定組合にあっては、評価会に諮って決定した評価地区別の単当修正量及び単当修正量による損害高を連合会実測調査要領の実

測成績検討経過表に準じた様式によりとりまとめ、本書に添えて提出すること。

-
 
1
3
0
 
-



様式第３１号の３

平成 年産 評価地区別単当修正量報告書（水稲の品質方式）
平成 年 月 日

組合等 評価地区の設定単位 階層区分※１

共済目的 水 稲 共済事故等による種別 品質方式（ ）割

階層区分 評価地区 全筆調査 抜取調査 抜取調査平 単当修 左の加 単当修 単当修正量による損害高 左のうち施設に搬入されたものの収穫量
※２ 全筆調査 収穫量 筆数 平均単収 左の加重値 均単収差に 正量案 重値 正量 全筆調査耕 収穫量 及び収穫皆無耕地、転作等耕地に係る

耕地面積 よる収穫量 地面積 面積 収穫量

合計（又は加重平均）

階層区分 評価地区 出荷規格 全筆調査 組合等当初評価高の 出荷規格 組合等当初評価高のう 組合等当初評価高
※２ 左の割合 うち実測調査により 左の割合 ち出荷数量等調査によ 左の割合 左の割合

取りまとめたもの り取りまとめたもの

１等 １等
２等 ２等

３等 ３等
規格外 規格外

計 100.0 100.0 計 100.0 100.0

１等
２等

３等
規格外

計 100.0 100.0

１等
２等

３等

規格外
計 100.0 100.0

１等
合計 ２等

３等

規格外
計 100.0 100.0

（注意）１ 階層区分ごとに単当修正量を適用する場合は、「階層区分※２」欄を空欄にし、階層区分ごとに単当修正量を適用しない場合は、「階層区分※１」欄を空欄にする。

２ 水稲の品質方式において、実測の方法により現地評価を行った結果から損害高を取りまとめた場合にあっては、本様式により評価地区別単当修正量を集計すること。
３ 特定組合において、第２章第３節第１の４の(３)により抜取調査を行った場合は、「階層区分※１」欄に地域等階層名を記入し、「階層区分※２」欄を空欄にする。

-
 
1
3
1
 
-



様式第３２号

平成 年産水稲病虫害による共済減収量報告書（事故除外方式実施地域用）
（一 筆 方 式）

支払開始損害割合 平成 年 月 日
農業共済組合

組合等当初評価高 組合等当初評価高のうち併発災害発生耕地 ○割以下被害耕地 合 計
悉皆調査 病虫害 修正病 修正病 で病虫害を共済事

階 ○割超過 共 済 ○割超過 被害耕 病虫害 病虫害 による 虫害に 虫害減 故とみなした場合 ○割超過 共 済
評価地区 層 地の筆 による による 単当減 よる単 収 量 の○割超過被害耕

区 被害面積 減収量 被害面積 数 単当減 平均単 収量の 当減収 ( 共 済 地 被害面積 減収量
分 収量の 当減収 修正量 量 減 収 被害面積 共 済

合計 量 量) 減収量
a kg a 筆 kg kg kg kg kg a kg a kg

合計又は平均
４部（控、連合会、県庁、農林水産省）（特定組合にあっては３部（控、県庁、農林水産省））
（注意）１．本書は、支払開始損害割合ごとに作成する。

２．本書は、様式第28号の１（又は第28号の２）及び第31号の１（又は第31号の２）とともに報告すること。
３．特例一筆方式にあっては、「支払開始損害割合」の欄に、以下による割合を記入する。

① 支払開始損害割合が３割の場合には、「３（２）割」と記入する。
② 支払開始損害割合が４割の場合には、「４（３）割」と記入する。
③ 支払開始損害割合が５割の場合には、「５（４）割」と記入する。

４．「○割」は、支払開始損害割合と同じ割合とするが、特例一筆方式にあっては、支払開始損害割合が３割の場合は２割、４割の
場合は３割、５割の場合は４割とする。

-
 
1
3
2
 
-



様式第３３号

平成 年産水稲病虫害による共済減収量報告書（事故除外方式実施地域用）
（半 相 殺 方 式）

支払開始損害割合 平成 年 月 日

農業共済組合

組合等当初評価高における○割超過被害組合員等 ○割以下の被 合 計

組合等当初評価高 併 発 災 害 発 生 耕 地 病 虫 害 害組合員等で

単独発生耕地 病虫害を共済 ○割超過 共 済

階 ○割超過 ○割超過 悉皆調査 病虫害 修正病 修正病 事故とみなし 被害組合

層 ○割超過 共 済 被害組合 被害組合 病虫害 病虫害 による 虫害に 虫害減 被害面積 共 済 た場合の○割 員等の病 減収量

評価地区 区 被害組合 員等の被 員等の被 による による 単当減 よる単 収 量 超過被害組合 虫害によ

分 員等の被 減収量 害面積の 害耕地の 単当減 平均単 収量の 当減収 ( 共 済 減収量 員等 る被害面

害面積 うち併発 うち併発 収量の 当減収 修正量 量 減 収 被害 共 済 積

災害発生 災害発生 合計 量 量) 面積 減収量

耕地面積 耕地筆数

a kg a 筆 kg kg kg kg kg a kg a kg a kg

合計又は平均

４部（控、連合会、県庁、農林水産省）（特定組合にあっては３部（控、県庁、農林水産省））

(注意)１．本書は、支払開始損害割合ごとに作成する。

２．本書は、様式第29号の１（又は第29号の２）及び第31号の１（又は第31号の２）とともに報告すること。

３．特例半相殺方式にあっては、「支払開始損害割合」の欄に、以下による割合を記入する。

① 支払開始損害割合が２割の場合には、「２（1.5）割」と記入する。

② 支払開始損害割合が３割の場合には、「３（2.5）割」と記入する。

③ 支払開始損害割合が４割の場合には、「４（3.5）割」と記入する。

４．「○割」は、支払開始損害割合と同じ割合とするが、特例半相殺方式にあっては、支払開始損害割合が２割の場合は1.5割、３割の場合は2.5割、４

割の場合は3.5割とする。

-
 
1
3
3
 
-



様式第３４号

平成 年産水稲病虫害による共済減収量報告書（事故除外方式実施地域用）
（全 相 殺 方 式）

支払開始損害割合 平成 年 月 日

農業共済組合

組合等当初評価高 組合等当初評価高における○割超過被害組合員等の病虫害発生耕地 ○割以下の被害組 合 計

○割超過 ○割超過 耕地ごとの調査 病虫害 修正病 修正病 左のうち収 合員等で病虫害を

階 ○割超過 共 済 被害組合 被害組合 病虫害 病虫害 による 虫害に 虫害減 穫物を乾燥 共済事故とみなし ○割超過 共 済

評価地区 層 被害組合 員等の引 員等の引 による による 単当減 よる単 収 量 調製施設に た場合の○割超過 被害組合

区 員等の引 減収量 受面積の 受耕地の 単当減 平均単 収量の 当減収 （共済 搬入する耕 被害組合員等 員等の病 減収量

分 受面積 うち病虫 うち病虫 収量の 当減収 修正量 量 減 収 地の病虫害 病虫害発 共 済 虫害発生

害発生耕 害発生耕 合計 量 量） による減収 生耕地面 減収量 耕地面積

地面積 地筆数 量 積

ａ ｋｇ ａ 筆 ｋｇ ｋｇ ｋｇ ｋｇ ｋｇ ｋｇ ａ ｋｇ ａ ｋｇ

合計又は平均

４部（控、連合会、県庁、農林水産省）(特定組合にあっては３部（控、県庁、農林水産省））

（注意）１．本書は、支払開始損害割合ごとに作成する。

２．本書は、様式第30号の１（又は第30号の２）及び第31号の１（又は第31号の２）とともに報告すること。

３．「○割」は、支払開始損害割合と同じ割合とする。

-
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-



様式第３号の５の(１)
第 号
平成 年 月 日

県（都道府）農業共済組合連合会
会長理事 殿

市町村農業共済組合
組合長理事 印
市町村長 印

平成 年産（共済目的）損害通知書（第 回速報 月 日現在調査）
（一 筆 方 式）

共済事故等による種別

発生月日 被 害 程 度 別 面 積
災害の 移 植

終了月日 皆 無 10～９ ９～７ ７～５ ５～３ (発芽) 計 ３～０ 被害地区
種 類 不 能

月 日 ha ha ha ha ha ha ha ha
今 害 月 日

月 日
回 害 月 日

月 日
の 害 月 日

月 日
被 害 月 日

害 計

災害の状況
ha ha ha ha ha ha ha ha

現在時の被害面積
千円 千円 農作物異常 千円

支払共済金見込額 支払保険金見込額 部分保険金
３部（控、連合会、地方農政局統計部等） Ａ４判 横
（注意）１ 本書は、災害発生の都度概況調査を行って報告すること。

２ 本書は、共済目的の種類ごと及び共済事故等による種別ごとに作成する。
３ （共済目的）には、当該共済目的の種類を記入する。
４ 転作等耕地は、被害程度の該当する欄に記入すること。
５ 「災害の状況」欄には、災害発生の経過及び災害によって生じた作物の損傷状況、損害防止の概況その他必要事

項を記入すること。
６ 「現在時の被害面積」欄は、既に損害通知書で報告済みの被害も含めて回復状況又は進行状況を勘案し、現在時

において集計して記入すること。
７ 被害程度別面積の区分は、支払開始損害割合別に以下によるものとする。

① 支払開始損害割合が３割の場合は、「皆無」、「10～９」、「９～７」、「７～５」、「５～３」、「移植（発芽）不能」、
「計」、「３～０」とする。

② 支払開始損害割合が４割の場合は、「皆無」、「10～９」、「９～７」、「７～５」、「５～４」、「移植（発芽）不能」、
「計」、「４～０」とする。

③ 支払開始損害割合が５割の場合は、「皆無」、「10～９」、「９～７」、「７～５」、「移植（発芽）不能」、「計」、「５
～０」とする。

８ 支払共済金見込額は、一筆方式超過被害面積（移植又は発芽不能を含む。）について次式によって算出すること。
① 組合等平均実行基準単収×(1-支払開始損害割合）＝平均引受単収
② 組合等平均実行基準単収×一筆方式超過被害地無被害換算面積＝一筆方式超過被害地生産量
③ ①×一筆方式超過被害地面積＝一筆方式超過被害地引受収量
④ ③－②＝共済減収量
⑤ 組合等種別区分平均単位当たり共済金額×④＝支払共済金見込額

一筆方式超過被害地無被害換算面積は、支払開始損害割合別に以下による係数をそれぞれの被害程度に乗じて
得た面積とすること。
ア 支払開始損害割合が３割の場合は、収穫皆無は０、10～９は0.05、９～７は0.2、７～５は0.4、５～３は0.

6、移植（発芽）不能は0.35。
イ 支払開始損害割合が４割の場合は、収穫皆無は０、10～９は0.05、９～７は0.2、７～５は0.4、５～４は0.

55、移植（発芽)不能は0.3。
ウ 支払開始損害割合が５割の場合は、収穫皆無は０、10～９は0.05、９～７は0.2、７～５は0.4、移植（発芽)

不能は0.25。
９ 特例一筆方式にあっては、「共済事故等による種別」欄の支払開始損害割合は、以下による割合を記入する。

① 支払開始損害割合が３割の場合には、「３（２）割」と記入する。
② 支払開始損害割合が４割の場合には、「４（３）割」と記入する。
③ 支払開始損害割合が５割の場合には、「５（４）割」と記入する。

10 特例一筆方式にあっては、被害程度別面積の区分を、支払開始損害割合別に以下の区分とする。
① 支払開始損害割合が３割の場合は、「皆無」、「10～９」、「９～７」、「７～５」、「５～２」、「移植（発芽）不能」、

「計」、「２～０」とする。
② 支払開始損害割合が４割の場合は、「皆無」、「10～９」、「９～７」、「７～５」、「５～３」、「移植（発芽）不能」、

「計」、「３～０」とする。
③ 支払開始損害割合が５割の場合は、「皆無」、「10～９」、「９～７」、「７～５」、「５～４」、「移植（発芽）不能」、

「計」、「４～０」とする。
11 特例一筆方式にあっては、支払共済金見込額は、支払開始損害割合が３割の場合は２割超過被害面積（移植又は

発芽不能を含む。）について、４割の場合は３割超過被害面積（移植又は発芽不能を含む。）について、５割の場
合は４割超過被害面積（移植又は発芽不能を含む。）について次式によって算出すること。
① 当該組合等の共済金額の計／当該組合等の引受面積の計＝組合等平均10ａ当たり共済金額
② ①×損害割合（中央値）に係る支払割合＝10ａ当たり支払共済金見込額（損害割合別）
③ ②×面積（損害割合別）＝支払共済金見込額（損害割合別）
④ Σ支払共済金見込額（損害割合別）＋移植不能等耕地の支払共済金見込額＝支払共済金見込額

※ 移植不能等に係る損害割合は、支払開始損害割合が３割の場合は65／100、４割の場合は70／100、５割の場
合は75／100とする。
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様式第３号の５の(２)
第 号
平成 年 月 日

県（都道府）農業共済組合連合会
会長理事 殿

市町村農業共済組合
組合長理事 印
市町村長 印

平成 年産（共済目的）損害通知書（第 回速報 月 日現在調査）
（半 相 殺 方 式）

共済事故等による種別

災害の種類 害 発生月日 月 日
被害程度別（組合員等別）

左のうち
５ 割 ５割未満 合 計 移植(発 ２ 割 被 害 地 区
以 上 ～ 皆 無 芽)不能 以 下

２割超過
今 被害戸数 戸 戸 戸 戸

回 被害面積 ha ha ha ha ha ha

の 減収量 t t t t t t

被 共済減収量 t t t

害 災害の状況

被害戸数 戸 戸 戸 戸 支払共済金 千円
現 見 込 額
在 被害面積 ha ha ha ha ha ha
時 支払保険金 千円
の 減収量 t t t t t t 見 込 額
被
害 共済減収量 t t t 農作物異常 千円

部分保険金
３部（控、連合会、地方農政局統計部等） Ａ４判 横
（注意）１ 本書は、災害発生の都度、概況調査を行って被害程度別の組合員等数及びその被害面積等を報告すること。

２ 本書は、共済目的の種類ごと及び共済事故等による種別ごとに作成する。
３ （共済目的）には、当該共済目的の種類を記入する。
４ 「災害の状況」欄は災害発生の経過及び災害によって生じた作物の損傷状況、損害防止の概況その他必要事項を

記入すること。
５ 「現在時の被害」欄には、既に損害通知書で報告済みの被害も含めて回復状況又は進行状況をを勘案し、現在時

において集計して記入すること。
６ 被害程度別（組合員等別）の区分は、支払開始損害割合別に以下によるものとする。

① 支払開始損害割合が２割の場合は、「５割以上」、「５割未満～２割超過」、「合計」、「２割以下」とする。
② 支払開始損害割合が３割の場合は、「５割以上」、「５割未満～３割超過」、「合計」、「３割以下」とする。
③ 支払開始損害割合が４割の場合は、「５割以上」、「５割未満～４割超過」、「合計」、「４割以下」とする。

７ 「支払共済金見込額」欄は、半相殺方式超過被害組合員等について、次により算出すること。
① 引受面積×組合等平均実行基準単収×支払開始損害割合
② 被害面積×組合等平均実行基準単収
③ 被害面積×その平均見込単収（移植又は発芽不能の耕地については、支払開始損害割合が２割の場合は基準単

収に0.4を乗じたものを、３割の場合は基準単収に0.35を乗じたものを、４割の場合は基準単収に0.3を乗じたも
のを見込単収とする。）

④ 減収量＝②－③
⑤ 共済減収量＝④－①
⑥ 支払共済金見込額＝組合等種別区分平均単位当たり共済金額×⑤

８ 特例半相殺方式にあっては、「共済事故等による種別」欄の支払開始損害割合は、以下による割合を記入する。
① 支払開始損害割合が２割の場合には、「２（1.5）割」と記入する。
② 支払開始損害割合が３割の場合には、「３（2.5）割」と記入する。
③ 支払開始損害割合が４割の場合には、「４（3.5）割」と記入する。

９ 特例半相殺方式にあっては、被害程度別（組合員等別）の区分を、支払開始損害割合別に以下の区分とする。
① 支払開始損害割合が２割の場合は、「５割以上」、「５割未満～1.5割超過」、「合計」、「1.5割以下」とする。
② 支払開始損害割合が３割の場合は、「５割以上」、「５割未満～2.5割超過」、「合計」、「2.5割以下」とする。
③ 支払開始損害割合が４割の場合は、「５割以上」、「５割未満～3.5割超過」、「合計」、「3.5割以下」とする。

10 特例半相殺方式にあっては、支払共済金見込額は、支払開始損害割合が２割の場合は1.5割超過被害組合員等に
ついて、３割の場合は2.5割超過被害組合員等について、４割の場合は3.5割超過被害組合員等について次式によっ
て算出すること。
① 当該組合等の共済金額の計／当該組合等の引受面積の計＝組合等平均10a 当たり共済金額
② ①×損害割合（中央値）に係る支払割合＝10a 当たり支払共済金見込額（損害割合別）
③ ②×面積（損害割合別）＝支払共済金見込額（損害割合別）
④ Σ支払共済金見込額（損害割合別）＋移植不能等耕地の支払共済金見込額＝支払共済金見込額

※ 移植不能等に係る損害割合は、支払開始損害割合が２割の場合は60／100、３割の場合は65／100、４割の場
合は70／100とする。
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様式第３号の５の(３)
第 号

平成 年 月 日

県（都道府）農業共済組合連合会

会長理事 殿

市町村農業共済組合

組合長理事 印

市町村長 印

平成 年産（共済目的）損害通知書（第 回速報 月 日現在調査）
（全 相 殺 方 式）

共済事故等による種別

災害の種類 害 発生月日 月 日

被害程度別（組合員等別）

左のうち

４ 割 ４割未満 合 計 移植(発 １ 割 被 害 地 区

以 上 ～ 皆 無 芽)不能 以 下

１割超過

今 被害戸数 戸 戸 戸 戸

回 引受面積 ha ha ha ha ha ha

の 減収量 t t t t t t

被 共済減収量 t t t

害 災害の状況

被害戸数 戸 戸 戸 戸 支払共済金 千円

現 見 込 額

在 引受面積 ha ha ha ha ha ha

時 支払保険金 千円

の 減収量 t t t t t t 見 込 額

被

害 共済減収量 t t t 農作物異常 千円

部分保険金

３部（控、連合会、地方農政局統計部等） Ａ４判 横

（注意）１ 本書は、災害発生の都度、概況調査を行って被害程度別の組合員等数及びその引受面積等を報告すること。

２ 本書は、共済目的の種類ごと及び共済事故等による種別ごとに作成する。

３ （共済目的）には、当該共済目的の種類を記入する。

４ 「災害の状況」欄には、災害発生の経過及び災害によって生じた作物の損傷状況、損害防止の概況その他必要事

項を記入すること。

５ 「現在時の被害」欄は、既に損害通知書で報告済みの被害も含めて回復状況又は進行状況を勘案し、現在時にお

いて集計して記入すること。

６ 被害程度別（組合員等別）の区分は、支払開始損害割合別に以下によるものとする。

① 支払開始損害割合が１割の場合は、「４割以上」、「４割未満～１割超過」、「合計」、「１割以下」とする。

② 支払開始損害割合が２割の場合は、「４割以上」、「４割未満～２割超過」、「合計」、「２割以下」とする。

③ 支払開始損害割合が３割の場合は、「４割以上」、「４割未満～３割超過」、「合計」、「３割以下」とする。

７ 「支払共済金見込額」の欄は、全相殺方式超過被害組合員等について、次により算出すること。

① 引受面積×組合等平均実行基準単収×（１－支払開始損害割合）

② 引受面積×当該組合員等の平均見込単収の合計（移植又は発芽不能の耕地については、支払開始損害割合が１

割の場合は基準単収に0.45を乗じたものを、２割の場合は基準単収に0.4を乗じたものを、３割の場合は基準単

収に0.35を乗じたものを見込単収とする。）

③ 共済減収量＝①－②

④ 支払共済金見込額＝組合等別種別区分平均単位当たり共済金額×③
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様式第３号の５の(４)
第　　　　　　　　　号

平成　　年　　月　　日

県（都道府）農業共済組合連合会

会長理事　　　　　　　　　　　　　　殿

市町村農業共済組合

　 　 組合長理事 印

　 市町村長 印

　

害 発生月日 月　　日 　 　

７　割 ７割未満 ５割未満 １　割

～ ～

以　上 ５割超過 １割超過 以　下

　 戸 戸 戸 戸 戸

　

今 ha ha ha ha ha

回

の ｔ t ｔ ｔ ｔ

被

害 生産金額 円 円 円 円 円

の減少額

　　 　 　 　 　

　　

　 戸 戸 戸 戸 戸 支払共済金 千円

現 見　込　額

在 ha ha ha ha ha 支払保険金 千円

時 見　込　額

の ｔ t ｔ ｔ ｔ 農作物異常 千円

被 部分保険金

害 生産金額 円 円 円 円 円

　 の減少額

３部（控、連合会、地方農政局統計部等） Ａ４判　横

（注意）１　本書は、災害発生の都度、概況調査を行って被害程度別の組合員等数及びその引受面積等を報告

　　　　　すること。

　　　　２　本書は、共済目的の種類ごと及び共済事故等による種別ごとに作成する。

　　　　３　（共済目的）には、当該共済目的の種類を記入する。

　　　　　況その他必要事項を記入すること。

　　　　　し、現在時において集計して記入すること。

　　　　６　被害程度別（組合員等別）の区分は、補てん割合別に以下によるものとする。

　　　　　①　補てん割合が９割の場合は、「７割以上」、「７割未満～５割超過」、「５割未満～１割超

　　　　　　過」、「合計」、「１割以下」とする。

　　　　　②　補てん割合が８割の場合は、「７割以上」、「７割未満～５割超過」、「５割未満～２割超

　　　　　　過」、「合計」、「２割以下」とする。

　　　　　③　補てん割合が７割の場合は、「７割以上」、「７割未満～５割超過」、「５割未満～３割超

　　　　　　過」、「合計」、「３割以下」とする。

　

減　収　量

被害戸数

　　　　５　「現在時の被害」欄には、既に損害通知で報告済みの被害も含めて回復状況又は進行状況を勘案

　　　　４　「災害の状況」欄には、災害発生の経過及び災害によって生じた作物の損傷状況、損害防止の概

　被　害　程　度　別　（　組　合　員　等　別　）

被　害　地　区

減　収　量

災害の状況

引受面積

平成　　年産（共済目的）損害通知書（第　　回速報　　月　　日現在調査）
（ 品質方式又は災害収入共済方式 ）

共済事故等による種別

合　計

被害戸数

引受面積

災害の種類
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様式例第３号の６

有
無

平年値 本年 平年値 本年
危険信号
発生回数

注意信号
発生回数

水稲登熟
不良等被
害発生耕

地数

地域 品種
その他要

因

左の地域
内の引受

戸数

品種
その他要

因
気象観測
施設名

地域

水稲登熟不良等被害判定システム

出穂終期

調査対象
耕地数

特記すべ
き事項

現地調査

水稲登熟不良等被
害判定結果最低気温 日照時間

出穂期間中＋20日間の気象

出穂始期

組合員等に対する注意喚起の
有無（どちらかに○）

主な共済事故名

特記すべ
き事項

平成　年　月　日
　　都道府県　　　　　　　　　　　

　　農業共済組合（市町村）

平成　年産　水稲　登熟不良等被害調査結果取りまとめ表

（注）１．「その他要因」欄には、地域や品種の別以外で、水稲登熟不良等被害判定システムや現地調査を行った要因があれば記載する。
　　　２．「異常値となった日数」欄には、出穂開始日以降２０日間において、日ごとに、最低気温がその平年値を上回り、かつ日照時間がその平年値
　　　　を下回った日数を記載する。

注意喚起「有」とした場合、その要因
は右のどちらですか（どちらかに○） 台風など外見上の被害が明らかな共済事故が発生したことによる

登熟不良等被害判定システムや現地調査の結果による

異常値と
なった日

数-
 
1
3
9
 
-



様式第３５号

県（都道府）農業共済組合連合会 第 号
会長理事 殿 平成 年 月 日

農業共済組合
組合長理事 印
市町村長 印

保険金請求書（引受方式）

金 円也（ただし、平成 年産 の支払保険金）
上記の保険金を支払われたく算出基礎を添えて請求します。

保険金請求額の算出基礎
共済事故等による種別 共済金額 支払共済金 通常標準 通常責任共済金額 支払保険金 農作物通常部 農作物異常部

被害率 (ア＋イ) 分保険金 分保険金
円 円 ％ 円 円 ア 円 イ 円

合 計
異常災害組合等種別区分がある場合 4部（控、連合会、県庁、農林水産省）（特定組合にあっては５部（控、県庁、農林水産省３））
通常災害組合等種別区分のみの場合 3部（控、連合会、県庁）（特定組合にあっては2部（控、県庁））
（注意）１．本書は、共済目的の種類ごと及び引受方式ごとに作成すること。

２．（引受方式）には、当該引受方式を記入すること。
３．農業共済システムにより事務処理を行う場合はこの様式とし、以下の項目については別途データとして送信するものとする。

(1) 共済事故等による種別ごとに、単位当たり共済金額、引受戸数、引受面積、引受収量、共済金額、一筆方式（特例一筆方式
にあっては特例一筆方式）超過被害の戸数・面積・共済減収量（半相殺方式は半相殺方式（特例半相殺方式にあっては特例半
相殺方式）超過被害の共済金支払対象の戸数・引受面積・引受収量・被害面積・共済減収量、一筆全損被害の共済金支払対象
の戸数・被害面積・共済減収量、共済金支払対象の戸数・被害面積・共済減収量、全相殺方式は全相殺方式超過被害の共済金
支払対象の戸数・引受面積・引受収量・共済減収量、一筆全損被害の共済金支払対象の戸数・被害面積・共済減収量、共済金
支払対象の戸数・共済減収量）、支払共済金、支払保険金、通常責任共済金額、通常責任保険歩合、支払共済金/共済金額

(2) 品質方式及び災害収入共済方式は、共済事故等による種別ごとに、引受戸数、引受面積、基準収穫量、基準生産金額、特定
農作物共済限度額、共済金額、共済金支払対象の戸数・引受面積・基準収穫量・基準生産金額・特定農作物共済限度額・減収
量・生産金額の減少額、支払共済金、支払保険金、通常責任共済金額、通常責任保険歩合、支払共済金／共済金額

４．特定組合にあっては、農林水産大臣あて提出すること。
５．特定組合にあっては、様式第47号を本書に添えて提出すること。

-
 
1
4
0
 
-



様式第８号の１
組合等番号

県（都道府）農業共済組合連合会 第 号

会長理事 殿 平成 年 月 日

市町村農業共済組合

組合長理事 印

市 町 村 長 印

保険金仮渡し請求書

金 円也（ただし、平成 年産 の仮渡し保険金）

上記の保険金を支払われたく算出の基礎及び仮損害評価書を添えて請求します。

保険金仮渡し請求額の算出基礎

（ ） （ ） （ ）

① 共済金額 円 円 円

② 支払共済金見込額 円 円 円

③ 通常標準被害率 ％ ％ ％

④ 通常責任共済金額（共済金額に通常標準被害率を乗じた金額） 円 円 円

⑤ 支払保険金見込額（ア＋イ） 円 円 円

ア 農作物通常部分保険金見込額（②×通常責任保険歩合又は④× 円 円 円

通常責任保険歩合）

イ 農作物異常部分保険金見込額（②－④） 円 円 円

⑥ ７割以上被害耕地、５割以上被害組合員等又は４割以上被害組合員 円 円 円

等の支払共済金見込額

⑦ 共済金仮渡し必要額 円 円 円

⑧ 保険金仮渡し請求額（⑤、⑥、⑦のうち最も小さい方） 円 円 円

通常災害組合等 ３部（控、連合会、県庁） Ａ４判 横

異常災害組合等 ４部（控、連合会、県庁、農林水産省）

（注意）１ 本書は、共済目的の種類ごとに作成する。

２ 「保険金請求額の算出基礎」は、共済事故等による種別ごとに記入し、これを合計すること。共済

事故等による種別が多数ある場合には、別の用紙に継続して記入すること。

共済事故等による種別は、（ ）内に次の例により記入すること。

例１ 合計

一筆・その他・３割

例２ 合計

半相殺・事故除外・２割

例３ （合計）（一筆・その他・３割）（一筆・事故除外・３割）

例４ （合計）（一筆・その他・３割）（一筆・事故除外・３割）（全相殺・その他・１割）

例５ （合計）（一筆・その他・３割）（一筆・事故除外・４割）（全相殺・その他・１割）（全相殺

・その他・３割）

特例一筆方式の場合

例 合計

一筆・その他・３（２）割

特例半相殺方式の場合

例 合計

半相殺・その他・２（1.5）割

３ ⑥は、一筆方式は７割以上被害耕地、半相殺方式は５割以上被害組合員等、全相殺方式は４割以上

被害組合員等のものを記入し、該当事項を○で囲むこと。

４ ⑦は、仮渡実施被害割合が一筆方式は７割未満、半相殺方式は５割未満、全相殺方式は４割未満の

場合は、一筆方式は７割以上とそれ以外、半相殺方式は５割以上とそれ以外、全相殺方式は４割以上

とそれ以外とに区分して記入すること。

５ ⑧は、仮渡実施被害割合が一筆方式は７割未満、半相殺方式は５割未満、全相殺方式は４割未満の

ときは、⑤、⑥及び⑦のうち一筆方式は７割以上被害耕地、半相殺方式は５割以上被害組合員等、全

相殺方式は４割以上被害組合員等のものの中から最も小さいものを下段に（ ）書きで記入すること。

６ 本書には様式第８号の２の(1)、第８号の２の(2)及び第８号の２の(3)を３部添付すること。
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様式第８号の２の（１）

平成 年産（共済目的）仮損害評価書
（一筆方式）

共済事故等による種別 市町村農業共済組合
市 町 村

単 位 ○ 割 以 上 被 害
当 た り 引受戸数 引受面積 引受収量 共済金額 共 済 支 払 共済金
共済金額 戸 数 面 積 仮渡し

減収量 共済金 必要額
計 戸 ａ kg 円 戸 a kg 円 円

円

被 害 程 度 別
被害程度 被害面積 共済減収量 支払共済金 通常責任 支払保険金 支払共済金

共済金額 共 済 金 額
合 計 a kg 円 円 円 %

３割超過７割未満
７割以上10割未満 備
収穫皆無、移植(発 考
芽)不能、転作等
４部（控、連合会、県庁、農林水産省）（特定組合にあっては５部（控、県庁、農林水産省３）） Ａ４判 横
（注意）１ 本書は、共済目的の種類ごと及び共済事故等による種別ごとに作成する。

２ （共済目的）には、当該共済目的の種類を記入する。
３ ○割以上被害の欄には仮渡しをする耕地について引受通知書の単位当たり共済金額別に、取りまとめ

ること。
また、仮渡実施被害割合が７割未満の場合には、当該欄を７割以上被害とそれ以外とに区分して作成

すること。
４ 被害程度別欄の被害程度区分は、支払開始損害割合ごとに以下によるものとし、組合等の全区域の一

筆方式超過被害耕地について取りまとめること。なお、○には仮渡実施被害割合を記入すること。
① 支払開始損害割合が３割の場合は、「合計」、「３割超過○割未満」、「○割超過７割未満」、「７割超

過10割未満」、「収穫皆無、移植（発芽）不能、転作等」とする。
② 支払開始損害割合が４割の場合は、「合計」、「４割超過○割未満」、「○割超過７割未満」、「７割超

過10割未満」、「収穫皆無、移植（発芽）不能、転作等」とする。
③ 支払開始損害割合が５割の場合は、「合計」、「５割超過○割未満」、「○割超過７割未満」、「７割超

過10割未満」、「収穫皆無、移植（発芽）不能、転作等」とする。
５ 単位当たり共済金額、引受戸数、引受面積、引受収量及び共済金額は引受通知書から転記すること。
６ 支払保険金は、支払共済金合計が通常責任共済金額以下である場合は支払共済金合計に通常責任保険

歩合を乗じて得た金額、支払共済金合計が通常責任共済金額を超える場合はその超える部分と、通常責
任共済金額に通常責任保険歩合を乗じて得た金額とを合計して得た金額を記入する。

また、特定組合の支払保険金は、支払共済金合計が通常責任共済金額を超える場合に支払共済金から
通常責任共済金額を差し引いて得た金額を記入する。

７ 特例一筆方式にあっては、「共済事故等による種別」欄の「支払開始損害割合」は、以下による割合
を記入する。
① 支払開始損害割合が３割の場合には、「３（２）割」と記入する。
② 支払開始損害割合が４割の場合には、「４（３）割」と記入する。
③ 支払開始損害割合が５割の場合には、「５（４）割」と記入する。

８ 特例一筆方式にあっては、被害程度別欄の被害程度区分を、支払開始損害割合ごとに以下によるもの
とし、組合等の全区域の特例一筆方式超過被害耕地について取りまとめること。なお、○には仮渡実施
被害割合を記入すること。
① 支払開始損害割合が３割の場合は、「合計」、「２割超過○割未満」、「○割超過７割未満」、「７割超

過10割未満」、「収穫皆無、移植（発芽）不能、転作等」とする。
② 支払開始損害割合が４割の場合は、「合計」、「３割超過○割未満」、「○割超過７割未満」、「７割超

過10割未満」、「収穫皆無、移植（発芽）不能、転作等」とする。
③ 支払開始損害割合が５割の場合は、「合計」、「４割超過○割未満」、「○割超過７割未満」、「７割超

過10割未満」、「収穫皆無、移植（発芽）不能、転作等」とする。
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